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鈴木　正崇 （慶應義塾大学名誉教授）

修験とは、長期にわたって山を経巡る「峯入り」修行によっ
て霊力を身に付ける人々である。山で得た霊力は「験」と呼
ばれて民衆の信頼を得た。山岳信仰と仏教を混淆し、特に
密教の影響が強い。修験は究極には仏教の教義や実践を越え、
自然や森羅万象との一体化を目指した。江戸時代には、仏
教寺院の僧侶は、葬儀や年忌など死者供養に関わったのに
対して、修験は民衆に加持祈禱を施して人々の悩みを解消し
現世利益に応えた。雨乞いや病気直し、薬草処方、文字教
育などを行う「野のカウンセラー」で、神楽を演じて芸力と
験力を誇示し霊験を説いた。明治の神仏分離で大打撃を受
けたが、神楽には修験道は現在も大きな影響を残す。
岩手県の早池峰神楽は、山伏神楽としてよく知られ、国指
定重要無形文化財の第一号に指定され、ユネスコの無形文化
遺産にも登録された。伝承地は、岳

たけ

と大
おおつぐない

償で、修験が担い手
であったと推定される。戦前までは11月から2月頃まで権現様
（獅子頭）を奉持する「門打ち」で祈禱を行い、夜は民家に
泊まって神楽を演じた。大償は阿、岳は吽、七拍子と五拍子
という。現在では神社での奉納が大半である。神楽は「打ち
鳴らし」から始まる。神霊界に見立てた幕内からの笛を合図に、
舞台の太鼓方が太鼓・手平鉦を打ち鳴らし、胴取が神歌を唱え、
神々を讃え、加護を祈念する。「神降ろし」「神招き」である。
舞手が舞台に示現して舞が始まり、舎文という詞章の語りが
入る。舞は、最初は「式舞」と称する定番の舞、鳥舞・翁
舞・三番叟・八幡舞・山の神舞・岩戸開を演じる。山の神

は前半は面をつけたネリ、後半は面を外したクズシとなり、神
霊の示現、託宣、祈禱が演じられる。式舞が終わると中入りで、
その後は、天孫降臨、悪魔退治、牛頭天王舞、鐘巻、普将
など変化がある舞が続く。舞の種類は、神舞・女舞・番楽舞・
荒舞に分けられている。舎文の語り、荒々しい山の神、勇壮
な剣の舞などに修験の面影を観ることが出来る。最後は獅子
頭による権現舞で、神々へあげもの（供物）をして、清め（悪
霊退散）、火伏（火災防止）、五穀豊穣を祈願する。権現とは、
本地の仏菩薩が、日本の神として「権

かり

」に顕れるという意味で、
本
ほ ん ち

地垂
すいじゃく

迹説
せつ

に基づくが、現在では神道化が進んでいる。
岩手県の北上市と花巻市の一部に伝わる大乗神楽は、現
在も神仏混淆の修験の様相を色濃く伝える。元々は寺院の住
職の代替わりや本尊御開帳などに行う大乗会で三十三番の
神楽を寺院が協力して奉仕した。舞手は現在でも山伏装束で
袈裟を身に着けている。結袈裟の名は玉袈裟に変わった。上
衣は千早だが、元々は浄衣であったという。九字護身法で魔
物を祓う。手印が各所で使われ、剣印は天上天下唯我独尊
という釈迦誕生の姿をかたどり、九曜の足は九品の浄土を意
味して浄土世界を表すなど、仏教教義を神楽に取り込んでい
る。採物は錫杖で神道風の鈴は使わない。大乗神楽の祭場
の上に吊るす道場飾りは、天の二十八宿、地の三十六禽を表し、
東西南北中央に梵字を書き、五大明王の守護を願う。昇り
龍下り龍の切紙もつける。道場飾りは、羽黒修験の峯入りの
「天

てんがい

蓋」という飾り物に類似する。六道輪廻の修行の最後の
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天道行では、この下で延年舞が行われたと伝える。各地の神
楽の祭場で、上部に飾られる「白

びゃっ

開
かい

」「雲」「天」等の荘厳
とも類似し、神楽と修験道の交流を伝える。山の霊力を身体
化してきた修験にとって、自然の力との共生は儀礼の根幹に
あり、神楽の中にも流れ込んだ。大乗神楽の説く天地和合の
思想はその顕れである。
日本各地でも多彩な展開がある。奥三河（東栄町・豊根
村・設楽町）の花祭は、湯立神楽と霜月祭祀に修験が関与
した事例である。花祭の原型にあたるとされる「大神楽」は
江戸時代初期に修験が関与して作ったことが、愛知県豊根村
の花太夫に伝わる文書から明らかにされた。現代の花祭にも
その技法の一部は「花育て」などに受け継がれている。花祭
の原型は、数十年ごとの村落の共同祭祀「大神楽」とされる
が、安政3年（1856）に廃絶した。その中で行われた「白山」
への浄土入りは「生れ清まり」を主題とし、現世で極楽浄土
往生を確証させる人生最後のイニシエーションであった。花
祭は、修験道だけでなく、熊野・伊勢・諏訪の信仰と混淆し
て民間に根付いた。民間の神楽は、「願掛け」をして、願が
叶った時に「願成就」として奉仕する形式が主体である。天
龍川流域の神楽では、子供が無事に健康に育つように願をた
てた。願が叶えば「神

か ご

子」として一生神楽に奉仕した。南信
濃の遠山霜月祭（現・飯田市）の場合、禰宜が修験の影響
を受け、湯立の湯を護摩壇に見立て、鎮めの湯では森羅万
象を和めるなど、神仏混淆の技法を維持してきた。遠山の神
楽歌「冬来ると誰が告げつら北国の時雨の雲に乗りてまします」
「生まれも育つも知らぬ人の子をかたぎぬ着せて神の子にする」
は神楽に寄せる季節感や人生観をよく伝えている。
西日本の備後の荒神神楽は、修験の憑

より

祈禱の芸能化とみ
られる。憑祈禱とは、修験が憑

よりまし

坐に神霊を憑依させて神霊の
正体を明らかにして託宣を得たり、悪霊を攘却する儀礼である。
広島県東城町戸宇の栃木家の神楽関係文書には、近世初期
には、神

み こ

子・法
ほうじゃ

者の男女の二者併存形式によって死霊をあの
世から呼び出して生者と語らいをして鎮める様相が描かれてい
る。現在は、神子の神がかりや死霊の鎮めも消滅したが、式
年の大神楽では男性神職の「神

しんばしら

柱」の神がかりは維持されて

いる。荒神神楽は、吉田神道による変化、復古神道による
祭文の改変、国学者の岩戸神楽への再編、明治の神仏分離
を経て大きく変貌した。しかし、職能者の太夫は、複雑な内
容を持つ荒神との多様な交流を展開して神楽世界を維持して
きた。備後では、飢饉や疫病、人生の危機に願掛けをして願
成就の御礼に神楽を奉仕した。これを「餓

が ん け

鬼神楽」といった。
神楽には地域社会の存続を願う切なる思いが籠められていた
のである。
南九州の椎葉や米良や高千穂などの霜月祭祀では、狩猟

や焼畑などの生業を基盤にした山地民の神楽が伝承されてきた。
椎葉神楽で唱える「聖

しょうぎょう

教」という祭文は神仏混淆で神霊と
の深い歴史が垣間見られる。米良の銀

しろ

鏡
み

神楽は「祝
ほ う り

子」が
担い手だが、狩猟の専門家でもある。山の神の祭りの根底に
ある狩猟習俗を演劇化して神楽に定着させたてきたのである。
猪や鹿などの獲物は神霊から遣わされた恵み物とされ感謝を
怠らない。宿神や荒神などの神格が面を着けて現れて森の力
が現世で蘇る。焼畑の根源にある発想は、森や山の力を如
何に維持し再生させるかでありその願いが神楽に組み込まれた。
神楽には、鵜戸・霧島・阿蘇・熊野の信仰や各地の修験の
影響が残り歴史の深みを実感する。

銀鏡神楽西宮大明神

明治維新以来150年、神仏分離以来150年。この間に日
本の精神文化は近代の中で激変し、人々の意識を大きく変え
てきた。日本文化を考える場合、神と仏の柔軟な関係性を構
築してきた前近代以来の長い歴史と、近代以降の神仏分離
以後の変化を同時に考慮していく必要があるだろう。神楽は
単なる神事芸能ではなく、神仏混淆の修験の影響を大きく受
けてきた。仏教民俗や民間信仰を、異種混淆の想像力として
柔軟に読み解くべきである。神楽は人々の創造力を喚起する
複雑な媒体として大きな役割を果たしてきたと言える。
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プロフィール
鈴木 正崇（すずき まさたか）
1949年 東京都生まれ。専門は文化人類学、民俗学、宗教学。慶應
義塾大学大学院文学研究科博士課程修了。文学博士。慶應義塾大学
文学部教授ののち2015年4月より名誉教授。日本山岳修験学会 会長。

『日本の山の精神史』（2024年、青土社）ほか著書、論文多数。第
18回秩父宮記念山岳賞、第11回木村重信民族藝術学会賞受賞
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正会員の神楽紹介正会員の神楽紹介

「箱根の湯
ゆ

立
たて

獅子舞」
＜神奈川県足柄下郡箱根町仙石原＞
例年　三月二十七日諏訪神社例祭（諏訪神社境内）� �
五月五日金時祭（金時神社境内）
＜神奈川県足柄下郡箱根町宮城野＞
例年　七月十五日天王祭（諏訪神社境内）
ぐらぐらと煮え立つ湯釜の周りで獅子が舞い、その験で湯
を鎮め、鎮めた湯を振りかけることで祓いとする民俗芸能です。

獅子は、御幣、
剣、鈴の採物を
持って舞い、舞が
行われる湯棚（神
棚）の前で繰り返
し祓いを行います。
その後、神社社殿
の周りを巡り、神々
の力を借りる歌を
歌って湯釜の置か

れた四方竹（結界）
の中に入り、その四
方を祓います。
開始から火をかけ
続けた湯釜の湯は熱
く煮えたぎっていま
す。しかし、獅子が
湯釜の四方を舞い、
湯を冷ます法を行う
と不思議と湯が冷めるといわれています。この湯にクマザサを
束ねた湯笹をひたして引き上げ、境内の神々に湯花を献上しま
す。この湯花と呼ばれる湯しぶきを浴びれば、一年間病気にか
からないといわれ、氏子たちや観客にも振りかけられます。
伊勢大神楽に連なる獅子に、神職などが行っている湯立神
事が組み合わされた民俗芸能で、同様の芸能は数例しかあり
ません。また、同系統とされる湯立獅子舞、湯立神楽は、
舞の方法が記された古文書を所有しており、箱根町では仙石
原と宮城野の２箇所の地域で行われています。

河口の稚児の
舞は、世界文化
遺産富士山の構
成資産である河

口浅間神社に伝わる神事芸能です。河口浅間神社は平安時
代の貞観６年（864）に起こった富士山の噴火を鎮めるため
に翌年に建立された浅間明神が起源であると伝えられていま
す。舞手（稚児）は、概ね小学校１年生から６年生くらいの
年齢の少女が担っています。舞が伝承する富士河口湖町河口
地区は、山梨県の歴史の道である鎌倉街道の御坂峠のたもと
に位置し、甲府盆地をはじめ信州・上州などの中部地域、西・
北関東地域の富士参詣者に宿と食事を提供し、不浄祓いや
加持祈祷を行なって富士山信仰を支えた御師が宿坊を連ねて
いました。江戸時代にはこの御師が営む宿坊において、富士
参詣者が施主となり太々神楽が奉納されていました。この太々
神楽の中で、「神楽八乙女」と称される少女が舞う「神子の
舞」が河口の稚児の舞の原形であると考えられています。明
治維新後、御師の活動の衰退により宿坊での太々神楽の奉

納は終焉しますが、河口浅間神社の神事において「神子の舞」
は継承され、整えられて現在の河口の稚児の舞につながって
います。舞は、「御幣の舞」、「扇の舞」、「剣の舞」、「八方の
舞」、「宮めぐりの舞」の５番から構成されます。舞の奉納は
年間２回行われており、４月25日の「孫見祭」では、「御幣
の舞」～「剣の舞」の３番が、７月28日の「太々御神楽祭」
では５番すべての舞が奉納されます。

箱根の湯
ゆ

立
たて

獅子舞 （神奈川県）

河
かわぐち

口の稚
ち ご

児の舞
まい

（山梨県）

御幣の舞

八方の舞

宮城野湯立獅子舞

仙石原湯立獅子舞
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正会員の神楽紹介正会員の神楽紹介

佐
さ だ

陀神
しん

能
のう

（島根県）

沼田・大坂の湯立神楽は、沼田区は安永２（1773）年、
大坂区は安永３（1774）年の約250年前の記録が残る民
俗芸能で、令和４年３月国の重要無形民俗文化財の指定を
受けました。この湯立神楽は、カグラと呼ばれる獅子頭を被っ
た者が、幣束、鈴、剣などを持って舞い、釜の湯をかき混ぜ
湯花を散らす神楽で、全国的にも大変珍しく御殿場市と箱根
町（神奈川県）でしか確認されていません。沼田、大坂と箱
根町の湯立神楽は、内容が似ている古文書がそれぞれ現存

していること、舞の
形式が似ていること
から同系統の神楽と
考えられます。
沼田の湯立神楽

は、沼田の氏神であ
る子之神社の秋の例
大祭の宵

よいまつり

祭（10月
最終日曜日の前日）
に行う湯立神楽と翌

日の祭礼で舞う神楽を含めて「沼田の湯立神楽」とされる、
祭礼と結びついた神楽です。神の降臨を願う湯立神楽は、演
目が５番ありそれぞれ４段の舞から構成され、翌日の祭礼で
は獅子が直会の神楽と神輿還御の神楽を舞います。
大坂の湯立神楽は、盆と結びついた祈祷神楽で御殿場地
方のお盆（７月23日～26日）明け最初の土曜日の夕刻より
７演目それぞれ4部、５部構成の神楽が行われ、宮締め（宮
参り）では、二本の大松明で社殿の周りを先払いする他の湯
立神楽にはない儀礼がみられます。翌日には、「家

か

別
べつ

」として
地区内を回
り、 新 盆の
家で新しい御
霊を鎮める舞
いを、村境で
は「辻切り」
を行います。

佐陀神能は、島根県松江市鹿島町に鎮座する「佐太神社」
に伝わる神事芸能です。その構成は、神事の式次第から発
達した採

とりもの

物舞
まい

の「七
しちざ

座神
しんじ

事」、神法楽としての「式
しき

三
さんば

番」、神
話や神様の功績などを題材とした「神

しん

能
のう

」の３部から成ります。
特に「神能」は佐太神社の神官が、約400年前の慶長年
間に京より能楽を習い覚えて帰りその方式を取り入れ、従来
の神楽を格調高いものに創り上げたと伝えられています。能
方式を取り入れた独特の形をもって伝承されている神楽とい
う点では他に類するものが少なく、出雲國二ノ宮である佐太

神社の勢力も
相まって、出
雲一円及び近
隣諸国の神楽
に影響を与え
ています。
江戸時代を
通して、佐陀
神能は佐陀大

社の触下三郡半（島根、秋
あい

鹿
か

、楯
たてぬい

縫、意
いう

宇郡西部）の神社
の神職、巫女が参集し奉仕する慣わしで「役

やくめ

目能
のう

」と言わ
れていました。
現在では、佐太神社及び近郷諸社の神職と松江市内の有
志による佐陀神能保存会によって伝承しており、佐太神社の
「御

ござ

座替
がえ

祭
さい

」（９月24・25日）で舞うほか、近隣の神社の秋
の祭りなどで奉納しています。
昭和51年５月に国の重要無形民俗文化財に指定され、平
成23年11月にユネスコの無形文化遺産リストに登録されま
した。

平成23年＜2011＞ユネスコ無形文化遺産登録

沼
ぬ ま た

田・大
おおさ か

坂の湯
ゆ

立
だて

神楽（静岡県）

沼田の「湯立神楽」

式三番「翁」

大坂の「湯立神楽」

神能「八重垣」
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特　集特　集

小国　朋身 （岳神楽保存会長）

岳神楽は、岩手県の内陸にある早池峰山の神を祀る早池
峯神社の奉納神楽で、早池峯神社が鎮座する花巻市大迫町
内川目の岳集落で伝承してきたことから岳神楽と呼ばれてい
ます。
早池峰山（標高1,917ｍ）は信仰の山の他に、ハヤチネウ

スユキソウをはじめとする200種もの高山植物が咲き乱れる
北上高地の最高峰で、日本百名山そして高山植物の花の百
名山の一つとして登山者に親しまれ、高山植物は国の特別天
然記念物に指定され、周辺一帯は国定公園となって保護され
ています。
この早池峰山は、古くは山伏の修験道場としてにぎわいま
した。その拠点として岳集落に岳妙泉寺があり、六軒の宿坊
と四軒の社家が配下に置かれていました。六坊によって舞継
がれてきたと言われるのが岳神楽で、山伏の祈祷の所作など
を取り入れていることから、山伏神楽とも呼ばれています。神
楽の始まりは定かではありませんが、早池峯神社には文禄四
年の権現様（獅子頭）があることから、それ以前から神楽が
伝えられてきたことになります。舞のいたるところに「能」大
成以前の古い民間芸能の要素を残していると言われ、中世の
香りを伝える稀有な神楽として、昭和51年に早池峰神楽とし
て国の重要無形民俗文化財、平成21年にはユネスコ無形遺
産に登録されました。
神楽は、神社の祭礼などで奉納され境内の神楽殿で舞うこ

とが一般的です。舞台の広さは二間四方で、しめ縄を張り神
座とします。舞台の奥が楽屋となり、楽屋と舞台の境に神楽
幕を張って区別をし、舞手は楽屋から幕をたくり登場し舞い
終わると幕を上げて楽屋に戻ります。神楽幕の下地は黒色で
中央に早池峯神社の名と左右に向鶴紋を白色で染めています。
楽人は神楽幕の正面に正座し締め太鼓を打ち、太鼓の左右
に手平鉦の鉦打ちが一人ずつ座ります。笛と舎文（言い立て）
は神楽幕の裏にいますので観客からは見えません。
演目は40番以上を伝えています。「式舞」「神舞」「女舞」「荒
舞」「番楽舞」「狂言」「権現舞」などに分けられます。神楽
を正式に舞う場合は、最初に式舞の六番を舞います。式舞の
後、神舞や荒舞などを数番選んで舞、必ず神楽の最後は権
現舞で締めくくります。演目は短いもので15分、長いもので
は50分以上になるものもあります。

昭和初期までは、農閑期になると権現様と呼ばれる早池峰
山の神の化身である獅子頭を奉持し、岩手県の内陸地方を
廻村巡業していました。この巡業形態も戦後に途絶え、現在
は神社の祭礼や、年祝い、新築祝いなどに招かれるほか、県
内外のイベントや民俗芸能大会で公演することが多くなってい
ます。この巡業形態の影響なのか、岩手県の内陸部に70団
体ほどの弟子神楽が存在しています。ここ数年の公演依頼は、
祭礼などが減りイベントや公演会が多くなり、そのことでステー
ジでの舞台披露が多くなっています。
昭和56年に、早池峯神社の隣に神楽の保存伝承館が建て

られ、館内の神楽舞台では定期的な練習のほか、修学旅行
や神楽鑑賞客のための公演も行っています。

早池峰山の信仰に支えられた神楽特 集

早池峯神社例大祭宵宮に神楽殿で夜半まで神楽を奉納

早池峰山山開きに山頂で奥宮へ奉納する権現舞
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あいさつ・報告あいさつ・報告

会員の皆さまへ
全国神楽継承・振興協議会会長 後藤 俊彦

日中の暑さもやわらぎ、汲む水の冷たさや吹く風の音にも秋のおとずれを感じる季節
となりました。全国神楽継承・振興協議会の皆様には恙無くお過しのことゝ 拝察いたし
ます。
お蔭をもちまして日本の神楽を未来に継承してゆくために結成された本会も、令和四
年十月の結成以来二年目を迎えることになりました。本会の主旨を実現するための当面
の目標であるユネスコ無形文化遺産登録を目指して活動を進めてまいりましたが、現在
該当する国の重要無形民俗文化財に指定されている四十団体中、三十八団体の参加へ

の同意を得ることができました。これもひとえに関係者の皆様の深い御理解と御協力の賜物と心より御礼を申し
あげます。これを機にすべての団体の参加とユネスコ文化遺産登録の実現に向けて一層の努力を傾け、皆様と
共にわが国の芸能の根源とも言うべき神事芸能の継承と発展に貢献してゆきたいと期しております。皆様の御
協力を心よりお願い申しあげます。

令和６年度総会の中間報告

令和６年度全国神楽継承・振興協議会の総会は、令和６年８月27日（火）午後２時から午後４時まで、
東京都台東区の台東区民会館を主会場として実施する予定でしたが、台風10号の日本列島接近～上陸に
より、書面開催することといたしました。
本号編集段階（９月上旬）で、会員より寄せられた書面を集計中であり、概要については次号に掲載し

ます。また、総会に合わせて開催を予定していた研修会を下半期に開催する方向で調整しております。

全国神楽継承・振興協議会のホームページ開設
前号でもお伝えしましたとおり、昨年度末（令和６年３月25日）に当会のホームページを開設しました。

「神楽一覧」で、正会員の神楽を順次紹介しているほか、会報のバックナンバーも閲覧可能です。
今後、記事の追加やリンクの充実により、「日本の神楽」のポータルサイトを目指して随時更新して

まいります。また、英文についても掲載する
予定です。
正会員・特別会員の皆様からの掲載情報

を随時受け付けております。掲載を希望さ
れる場合は、事務局まで
お知らせください。
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本号では、慶應義塾大学名誉教授の鈴木正崇様より「神楽と修験道」と題して御寄稿いただきました。先生が長
年取り組まれている修験と神楽の関わりについてわかり易く述べられており、大変参考になる論考です。また、鈴木先
生の御論考でも紹介されている早池峰神楽の岳神楽について、保存会長の小国朋身様から貴重な保存継承の取り組
みを御寄稿いただきました。北から順に掲載した正会員神楽の紹介では、それぞれの保存団体や地元自治体から紹介
文と写真を御提供いただきました。
本号に御協力いただいた皆さまに厚く御礼申し上げます。

令和６年度 全国神楽継承・振興協議会活動報告（其ノ一）

全国神楽継承・振興協議会の令和６年度上半期の活動状況について御報告いたします。

本年度も引き続き、未加入の団体を訪問して当会の活動の意義についてお伝えするとともに、神楽の保

存継承等について意見交換を行いました。６月には、島根県の佐陀神能に加入いただくことが決まり、岩

手県の早池峰神楽とともに、すでにユネスコ無形文化遺産に登録されている２つの神楽に賛同いただける

こととなりました。登録に向けて基盤が整ってきたものと実感します。

今後もより一層、神楽の魅力を広く発信し、各方面への要望活動を続けることで、「日本の神楽」とし

てユネスコ無形文化遺産登録が実現し、保存継承が着実に図れるよう取り組んでまいります。

令和６年度上半期（４月～９月）の主な活動一覧
月 日 内　　容 場　　所 備　　考

５月 14（火）・15（水） 「下北の能舞」保存団体及び自治体訪問 青森県東通村

６月 23（日）・24（月） 「佐陀神能」保存団体及び自治体訪問 島根県松江市

８月 27（火）※
令和６年度全国神楽継承・振興協議会総会
※台風10号の接近により書面開催

－ ７頁参照

９月 下旬 会報『ＫＡＧＵＲＡ』第４号発行 －

保存団体及び自治体訪問（５月） 保存団体及び自治体訪問（６月）


